
教育課程の共同実施制度の導入よる教職課程認定基準の改正点
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※構成大学のうちの他の大学における授業科目の履修を自大学の授業科目の履修とみなす。

■ 学部段階での教職課程の共同実施のイメージ

１．それぞれの大学が編成する共同教育課程（Ａ大学Ｘ学部・Ｂ大学Ｘ学部）を合わ
せて１つの課程とみなして、教職課程認定基準を適用

２．他の大学で開設する授業科目を、それぞれの大学が自ら開設したものとみなす

３．共同教育課程には、他学科で開設されている教科に関する科目をあてることを
認めない
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教科に関する科目の一部にY
学部の科目を充てている場合

このような場合、Ａ大学に所属する学生は、Ｂ大学Ｙ学部の科目を履修しにくくなる。
→ このため、Ｂ大学では、Ｙ学部の科目を教職科目にあてることはできないこととする。
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■ 教職課程認定基準の改正点

＜※ 上記３について＞


